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III.汚水処理施設の種類と特徴 

1. 汚水処理施設の種類 

 生活排水を処理する施設には様々な種類があり、下図に示すように国土交通省、農林水産省及び

環境省の各所管により、各種の事業が実施されています。 

 

（1）国土交通省所管（下水道法に基づく下水道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）農林水産省所管 

① 農業集落排水施設  農業振興地域内で受益戸数概ね計画規模 20戸以上、 

施設規模概ね 1,000人以下が原則 

② 漁業集落排水施設  漁港背後の漁業集落で計画人口  100人～ 5,000人 

 

（3）環境省所管 

① コミュニティ・プラント 「一般廃棄物処理計画」に基づき、市町村が設置・維持管理するもの 

② 合併処理浄化槽    個人設置型………個人が設置・維持管理をするもの 

公共浄化槽………市町村が設置・維持管理をするもの 

（市町村設置型） 

  

流域下水道 ２つ以上の市町村にまたがる下水道の根幹的施設（処理場

および幹線管渠等）を都道府県が建設するもの 

公共下水道 公共下水道 流域関連 

市町村が各家庭から汚水を

集める管渠のみを整備し、

流域下水道に接続するもの 

単独 

（狭義） 
主として市街地で計画人口は制限なし 

市町村が単独に処理場を 
設置・運転するもの 

非市街地の自然公園や農山漁村地で

計画人口 1,000～10,000人 

簡易な公共下水道 

水質保全上特に下水道整備を

必要とする地区で計画人口

1,000人未満 

公共事業として

整備される集合

処理施設（公的

機関が整備） 
流域関連 
市町村が各家庭から汚水を

集める管渠のみを整備し、

流域下水道に接続するもの 

単独 

市町村が単独に処理場を 
設置・運転するもの 

特定環境保全公共下水道 
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2. 主な汚水処理施設の特徴 

 

 

  

主な汚水処理施設の特徴 

処理システムの比較（下水道・合併処理浄化槽） 地域特性に応じた整備手法の選択 


